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雑 :i

;:報:;

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
八
年
九
月
一
七
日

ω午
後
一
時
半
よ
り

「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
の
源
流
(
作
業
仮
説
)
」

報

告

者

水

田

洋

(
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
)

出
席
者

三
五
名

本
報
告
の
内
容
は
、
次
号
雑
報
に
て
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

O
平
成
八
年
九
月
一
一
一
日
出
午
後
二
時
よ
り

「
『
法
的
思
考
様
式
』
を
求
め
て

|
|
三
五
年
の
回
顧
と
展
望
」

報

告

者

平

井

宜

雄

氏

(
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
)

出
席
者

五
O
名

本
報
告
と
続
く
討
論
の
内
容
は
、
本
号
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

氏

O
平
成
八
年
一

O
月
一
一
日
制
午
前
一

O
時
よ
り

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
親
子
法
の
改
正
」

報
告
者
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ラ
ン
ク

(
独
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
教
授
)

出
席
者

九
名

本
報
告
の
内
容
は
、
別
稿
に
て
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

O
平
成
八
年
一

O
月
一
五
日

ω午
後
二
時
よ
り

「
国
家
/
統
治
形
態
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
」

報
告
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
氏

(
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
) 氏
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幸民

通
訳

)11 

I告

出
席
者

O 
名

雑

学
術
振
興
会
の
招
き
で
来
日
し
た
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
教
授
の
講
演
で

あ
る
。
広
島
大
学
で
も
、
一

O
月
二
二
日
の
講
演
に
お
い
て
、
右
の
テ
ー

マ
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
報
告
原
稿
に
基
づ
く
邦
訳
の
掲
載
は
、
広
島
で
行

わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

本
報
告
は
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
教
授
が
こ
れ
ま
で
説
い
て
き
た
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
の
要
点
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
要
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
で
は
、
従
来
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
治
者
と
被
治
者
の
「
自
問
」

な
い
し
国
民
の
「
自
己
統
治
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
が
、
も
と
よ
り
、

そ
こ
で
は
、
国
家
権
力
と
そ
れ
に
よ
る
国
民
に
対
す
る
支
配
が
「
解
消
」

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
国
家
形
態
」
お
よ
び
「
統

治
形
態
」
と
し
て
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
、
「
国
家
権
力
の
保
持
」

と
「
そ
の
行
使
」
に
関
す
る
「
組
織
原
理
」
を
意
味
す
る
。

そ
の
基
本
命
題
は
、
国
民
が
国
家
権
力
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
そ
れ
は
、
消
糠
的
に
は
、
国
民
以
外
の
も
の
が
そ
の
担
い
手
と

は
な
り
得
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
積
極
的
に
は
、
国
家
権
力
の
保
持
と
行

使
が
実
際
に
国
民
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す 氏

る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
の
機
関
と
そ
の
作
用
が
国
民
に
よ
っ
て
正
当

化
(
民
主
主
義
的
正
当
化
)
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

民
主
主
義
的
正
当
化
の
方
法
に
は
、
①
機
能
的
/
制
度
的
、
②
機
関
的

/
人
的
、
③
実
質
的
/
内
容
的
な
三
種
の
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ

ら
は
協
働
関
係
に
あ
る
。
と
く
に
、
国
民
に
よ
る
国
家
作
用
の
実
効
的
な

正
当
化
を
達
成
す
る
た
め
に
、
②
と
③
の
協
働
は
不
可
欠
で
あ
る
。

国
家
権
力
と
そ
の
作
用
の
民
主
主
義
的
正
当
化
の
基
点
と
な
る
の
が

「
国
民
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
国
民
」
と
は
、
法
的
に
民
家
に
帰
属
す
る

者
の
総
体
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
国
l
民
」
に
属
す
る
市
民
が
、

等
し
く
国
政
に
参
加
す
る
権
利
を
保
持
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
民
」

に
属
さ
な
い
外
国
人
に
は
、

i

l
帰
化
に
よ
っ
て
「
国
民
」
と
な
ら
な

い
限
り
1
1
1
国
政
参
加
権
(
選
挙
権
)
は
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
は
、
ま
た
、
「
参
加
の
自
由
」
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、

個
人
の
「
自
律
的
な
自
由
」
が
「
民
主
主
義
的
な
自
由
」
へ
と
形
態
変
化

を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
等
し
く
権
力
を
獲
得
な

い
し
行
使
す
る
自
由
、
す
な
わ
ち
、
「
平
等
な
民
主
主
義
的
参
加
の
自
由
」

が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
、
「
政
治
的
平
等
」
と
し
て
語
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
な
(
実
質
的
)
平
等
と
は
そ
の
次
元
を
異
に
し
、

機
械
的
・
図
式
的
な
(
形
式
的
)
平
等
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

国
家
/
統
治
形
態
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
と
り
わ
け
、
多
数
決
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や
む
を
得
な
い
応
急
手
段
で
は
な
く
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
造
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
外
在
的
お
よ
び
内

在
的
な
限
界
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
教
授
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
コ

ン
ラ
ン
ド
・
ヘ
ッ
セ
に
代
表
さ
れ
る
ス
メ
ン
ト
学
派
の
理
論
が
主
流
を
占

め
る
な
か
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
少
数
説
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
色
調
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
日
本
の
憲
法
学
の

通
説
に
近
い
位
置
に
あ
り
、
今
回
の
講
演
は
、
日
本
の
通
説
的
見
解
の
構

成
力
を
改
め
て
問
い
直
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

原
理
に
依
拠
す
る
。
こ
の
原
理
は
、

文
賓

高
見
勝
利
)

北海道大学法学部法学会記事

O
平
成
八
年
一

O
月
二
五
日
幽
午
前
一

O
時
よ
り

特
別
講
演
「
金
融
法
学
と
基
本
法
の
研
究
」

報
告
者

革〈

放
送
大
学
教
授
)

星

野

出
席
者

七
O
名

こ
の
会
合
は
、
金
融
法
学
会
の
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
地
区
部
会
が
北

海
道
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
記
念
し
て
、
学
会
理
事
長
で
あ
る
星
野
教
授 氏

が
行
っ
た
講
演
を
、
法
学
会
が
共
催
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
く
、
金
融
法
分
野
で
扱
わ
れ
る
問
題
が
基
本
法
た
る
民
法
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
か
が
、
い
く
つ
か
の
金
融
法
上
の
カ
レ
ン
ト
な
テ

l
マ

を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
預
金
担
保
貸
付
に
お
け
る
預
金
者

の
確
定
と
民
法
四
七
八
条
の
類
推
適
用
、
誤
振
込
の
処
理
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

カ
!
ド
の
不
正
使
用
と
銀
行
の
免
責
、
昭
和
五
九
年
改
正
に
よ
る
割
賦
販

売
法
三

O
条
の
四
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
抗
弁
の
接
続
」
等
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
重
要
な
判
決
例
と
と
も
に
民

法
上
の
多
く
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
示
さ
れ
、
性
格
的
に
は
類
似
の
問
題

に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
解
決
(
規
定
、
原
則
、
判
例
、
学
説
)
に
お
け
る

整
合
性
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
は
そ
の
詳
細
を
記
す
る
場
で
は
な

い
が
、
講
演
で
の
結
論
的
コ
メ
ン
ト
の
一
部
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

裁
判
で
は
、
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
の
弁
論
の
内
容
如
何
が
良
き
判

決
を
導
く
た
め
の
原
動
力
で
あ
る
。
訴
訟
代
理
人
の
問
題
提
起
が
あ
る
側

面
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
と
、
そ
れ
だ
け
に
応
じ
た
判
決
が
出
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
裁
判
所
は
過
去
の
判
例
と
の
整
合
性
を
問
題
に
し

な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
こ
と
も
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
判
決
が
論
じ
て

い
る
側
面
だ
け
を
捉
え
て
分
析
が
な
さ
れ
る
と
、
同
様
の
問
題
に
対
し
て

複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
併
存
す
る
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
。
最
小
の
法
律

的
要
素
へ
の
分
析
と
結
果
の
妥
当
性
の
考
慮
と
の
両
面
か
ら
、
実
態
に
即

北法47(6・279)1979



報

し
た
法
律
構
成
を
つ
ね
に
試
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
金
融
法
分
野
で

は
基
本
法
的
な
「
基
本
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
と
感
じ
る

分
析
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
割
賦
販
売
法
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
抗
弁

の
媛
続
」
を
論
じ
る
際
に
は
、
準
委
任
、
消
費
貸
借
、
債
権
譲
渡
、
代
位

弁
済
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
等
の
民
法
上
の
諸
制
度
か
ら
の
分
析

が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
の
分
析
と
そ
こ
で
の

結
論
相
互
の
整
合
性
が
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
分
析
を
経
て
は
じ
め
て
、
抗
弁
の
「
接
続
」
と
い
っ
た
言
葉
を
安
易

雑

に
使
っ
て
論
じ
て
き
た
た
め
に
、
基
本
法
上
も
と
も
と
接
続
し
て
い
た
も

の
が
切
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
復
活
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
側
面
が
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
視
角
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

気
づ
く
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
信
販
会
社
が
立
替
払
契
約
を
結
ん
だ
と
い

う
場
合
で
も
、
そ
の
よ
う
な
「
立
替
払
い
」
に
よ
り
代
金
債
権
が
本
当
に

信
販
会
社
側
に
移
る
の
か
を
含
め
、
一
言
葉
自
体
の
吟
味
か
ら
出
発
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
実
像
が
み
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
金
融
法
の
基
本
法
へ
の
包
摂
を
前
面
に
強
く
打
ち
出
し
、

金
融
法
閤
有
の
問
題
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
傾
向
の
あ
る
テ

l
マ
に
つ

い
て
も
こ
の
包
摂
の
効
用
を
説
く
本
講
演
は
、
法
律
学
の
研
究
者
一
般
に

も
強
い
刺
激
を
与
え
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
余
韻
は
、
引
き
続
き
午

後
に
開
か
れ
た
金
融
法
学
会
地
区
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
貸
手
責
任
(
レ

ン
ダ

i
ズ
・
ラ
イ
ア
ピ
リ
テ
ィ

l
)
」
(
民
事
法
研
究
会
共
催
)

お
よ
び
討
論
に
一
体
と
な
っ
て
引
き
継
が
れ
た
。

(
文
責

で
の
報
告

北法47(6・280)1980

曽
野
和
明
)


